
　　　　　　　主　　　文
１　被告Ｂ及び被告Ｅに対する主位的請求に係る訴えをいずれも却下する。
２　被告Ｄ及び被告Ｇに対する各請求に係る訴えのうち、訴外Ｉに対する平成１０
年９月１４日以前の給与支給に係る部分をいずれも却下する。
３　被告Ｄに対するその余の請求を棄却する。
４　八王子市に対し、
１）被告社団法人八王子観光協会は金４０４１万４８５８円
２）被告Ａ、被告Ｂ、被告Ｃは各金１１１３万１４４４円
３）被告Ｅ、被告Ｆ、被告Ｈは各金９９５万８８０９円
４）被告Ｇは金２７２万３９６６円
　及び上記各金員に対する平成１２年４月２８日から支払済みまで年５分の割合に
よる金員を連帯して支払え。
５　被告Ａ、被告社団法人八王子観光協会、被告Ｂ、被告Ｃ、被告Ｅ、被告Ｆ、被
告Ｇ、被告Ｈに対するその余の請求をいずれも棄却する。
６　訴訟費用のうち、原告らと被告Ｄとの間で生じた部分は原告らの負担とし、そ
の余の部分はこれを５分し、その１を原告らの負担とし、その余を被告Ｄを除く被
告ら及び参加人の連帯負担とする。
　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　八王子市に対し、
　被告Ａは金６６９５万１３７９円
　被告社団法人八王子観光協会は金６６９５万１３７９円
　被告Ｂは金５７４０万５３４８円
　被告Ｃは金５０９４万００２９円
　被告Ｄは金４７５９万１１２８円
　被告Ｅは金１４４７万４３３４円
　被告Ｆは金１４８４万２３２１円
　被告Ｇは金６９０万８９１２円
　被告Ｈは金１４４７万４３３４円
　及び上記各金員に対する平成１２年４月２８日から支払済みまで年５分の割合に
よる各金員を連帯して支払え。
第２　事案の概要等
　本件は、八王子市の住民である原告が、「八王子市が、同市の元職員Ｉ（以下
「Ｉ」という。）に対し、職務命令によって被告社団法人八王子観光協会（以下
「被告協会」という。）での事務に従事させ、同市の事務には従事させていなかっ
たにもかかわらず、平成元年から平成１１年までの間給与を支給していたのは違法
である。」旨主張して、
１）被告協会に対しては、地方自治法２４２条の２第１項４号後段（以下、地方自
治法２４２条の２第１項４号については、単に「４号」ということとする。）に基
づく不当利得返還請求として、
２）被告Ａ（同市元市長、以下「被告Ａ」という。）に対しては、４号前段又は後
段（選択的併合）に基づく損害賠償請求として、
３）被告Ｇ（同市総務部職員課長、以下「被告Ｇ」という。）及び被告Ｄ（同市元
収入役、以下「被告Ｄ」という。）に対しては、４号前段に基づく損害賠償とし
て、
４）被告Ｅ（同市元総務部長、以下「被告Ｅ」という。）及び被告Ｂ（同市助役、
以下「被告Ｂ」という。）に対しては、主位的に４号前段、予備的に４号後段に基
づく損害賠償として、
５）被告Ｃ（同市元助役、以下「被告Ｃ」という。）、被告Ｆ（同市経済部長、以
下「被告Ｆ」という。）及び被告Ｈ（同市元経済部商工観光課長、以下「被告Ｈ」
という。）に対しては、４号後段に基づく損害賠償として、
　Ｉに対して支給された上記給与相当額（ただし、被告協会及び被告Ａを除く被告
らについては、当該被告が上記各役職に在任中に支払われた給与相当額の限度で）
の不当利得返還ないし損害賠償を求める事案である。
１　当事者間に争いのない事実
　以下の事実は、当事者間に争いがない事実である。
１）当事者等
ア）原告らは、いずれも八王子市の住民である。



イ）被告協会は、観光事業の振興等を目的とする社団法人である。
ウ）被告協会を除く被告ら（以下「被告Ａら」ということがある。）は、それぞ
れ、次のとおりの八王子市の役職に就いていた。
　被告Ａ　平成元年９月１日から平成１２年１月２８日まで八王子市長
　被告Ｂ　平成３年４月１日以降八王子市助役
　被告Ｃ　平成４年４月１日から平成１２年２月２８日まで八王子市助役
　被告Ｄ　平成４年１０月１日から平成１２年２月２８日まで八王子市収入役
　被告Ｅ　平成９年４月１日から平成１１年３月３１日まで八王子市総務部長
　被告Ｆ　平成９年４月１日以降八王子市経済部長
　被告Ｇ　平成１０年４月１日以降八王子市総務部職員課長
　被告Ｈ　平成９年４月１日から平成１１年３月３１日まで八王子市経済部商工観
光課長
エ）そして、被告Ａらは、上記役職に在職当時、それぞれ次のような権限を有して
いた。
　被告Ａ　八王子市長として、支出命令につき本来的権限を有するとともに、同市
職員の職務遂行が適正に行われるよう指揮監督すべき権限を有していた。
　被告Ｂ　総務部担当助役として、総務部長や総務部職員課長に対する指揮監督権
限を有していた。
　被告Ｃ　経済部担当助役として、同部に所属する職員に対する指揮監督権限を有
していた。
　被告Ｄ　収入役として職員給与の支出権限を有していた。
　被告Ｅ　総務部長として、同部職員課長に対する指揮監督権限を有していた。
　被告Ｆ　経済部長として、同部に所属する職員の勤務関係について指揮監督権限
を有していた。
　被告Ｇ　総務部職員課長として、同市職員の給与支給に関する支出負担行為及び
支出命令についての専決権限を有していた。
　被告Ｈ　経済部商工観光課長として、同課に所属する職員の勤務関係に関する指
揮監督権限を有していた。
２）Ｉに対する給与支給
ア）Ｉは、昭和３８年６月１日、被告協会職員に採用され、昭和４４年７月１日に
八王子市の準職員に採用された。その後、昭和５６年４月１日には同市の正規職員
に採用され、平成１１年７月２６日に免職されるまでの間、同市経済部商工観光課
観光係の職員として勤務していた。
イ）被告協会は、昭和４１年１０月以降平成１１年３月まで、事務局を八王子市役
所の経済部商工観光課（以下「商工観光課」という。）執務室内に置いており、被
告協会職員と商工観光課職員とが、同じフロアで机を並べて仕事をしていた。そし
て、商工観光課職員については、毎年度の年度初めに業務分担表が作成され、同表
の定めに基づいて各職員の職務内容が定められていたが、その中には、被告協会の
事務に属する事柄も含まれていた。Ｉに関していえば、同人が、もともと被告協会
の職員であったという経緯もあって、観光係としての事務のほか、被告協会の一般
会計事務その他の被告協会の事務に従事する旨の定めがされていたものである（な
お、Ｉによる被告協会事務への関与の程度については当事者間に争いがあるので、
この点については、後に改めて検討する。）。なお、上記のような商工観光課職員
の事務分担は、商工観光課長の職務命令によって定められるものであって、その職
務の内容に被告協会の事務が含まれている場合でも、職務専念義務の免除等の措置
は採られておらず、また、給与については全額八王子市が支給をし、被告協会に給
与相当額の負担をさせるなどの措置は講じられていなかった。
ウ）Ｉは、商工観光課観光係に在任中の平成６年から平成１１年３月までの間に、
被告協会が積み立てていた基金から約１億円を横領していたことが発覚し、平成１
１年７月２６日付けで懲戒免職となった。そして、この事実は、同年７月２４日に
新聞でも報道されるに至り、その後、商工観光課と被告協会との関係についても問
題視するような意見が出されるようになった。
３）監査請求等
　このような中、原告らは、平成１１年９月１４日、「八王子市職員であるＩに対
し、被告協会の事務を担当させておきながら、その給与を全額支給したのは違法、
不当である。」旨主張して、その是正を求める監査請求（以下「本件監査請求」と
いう。）を提起したが、監査委員は、同年１１月１１日、上記監査請求を棄却する
旨の裁決をしたため、同年１２月９日、本件訴訟を提起するに至った。



２　争点と争点に関する当事者の主張
　本件の争点は、
①原告らによる本件監査請求は、監査請求期間を徒過したものであるかどうか
②被告Ａらについて本件訴訟の被告適格が認められるかどうか
③Ｉに対する給与支給の適否
④Ｉに対する給与支給が違法であるとした場合、被告らにその責任が認められるか
どうか
⑤Ｉに対する給与支給が違法であるとした場合、これによって八王子市に損害が生
じているかどうか
　の５点であり、これらの争点に関する当事者双方の主張は次のとおりである。
１）監査請求期間について
ア）原告ら
　原告らは、平成１１年７月２４日付けの新聞によってＩが被告協会の基金から金
員を着服していた事実が報道されたことを契機として、同人が、職務専念義務の免
除を受けることもなく被告協会の事務に従事していたことを知ったのであり、それ
以前に、そのような行為が行われていたことを知ることはできなかったものである
から、監査請求期間を徒過したことについては「正当な理由」がある。そして、原
告らは、上記事実を知ってから約１か月半ほど後に本件監査請求を行ったものであ
るから、本件監査請求は、全体として適法というべきである。
　また、怠る事実の相手方に対する代位請求については、監査請求期間の制限はな
い。
イ）被告ら
　原告らは、Ｉに対する給与支給の違法という財務会計行為の違法を追及するため
に監査請求を行ったのであるから、その監査請求については、地方自治法２４２条
２項所定の監査請求期間の制限が適用されるべきものであるところ、本件監査請求
当時、平成１１年９月１４日以前の給与支給については、監査請求期間（１年）が
経過していたことは明らかである。
　この点につき、原告らは、監査請求期間を徒過したことについて「正当な理由」
が存すると主張しているが、Ｉに対する給与支給は、毎年予算に計上され、決算で
承認されて公然と行われていたものであり、また、Ｉが被告協会の事務の一部に従
事していることも秘匿されていたわけではなかったことからすれば、監査請求期間
の徒過について「正当な理由」が存したとはいえず、原告らの主張は失当である。
　以上によれば、原告らの本件訴えのうち、平成１０年９月１４日以前の給与支給
に関する部分は、４号前段、後段のいずれに基づくものであるかを問わず、すべて
適法な監査請求を経ていないものとして不適法却下されるべきものである。
２）被告適格について
　ア）原告ら
（ア）　被告Ａについて
　被告Ａは、市長として、Ｉに対する給与支給につき、支出命令を発する本来的権
限を有するほか、部下である経済部長、商工観光課長等を指揮監督し、あるいは直
接介入することによってＩが職務専念義務の免除を受けることもなく、職務命令に
よって被告観光協会の事務を担当するという違法状態を是正する義務を負ってい
た。したがって、前者（支出命令の本来的権限者）との関係では、地方自治法２４
２条の２第１項４号前段所定の「当該職員」として、後者（違法状態の是正義務違
反）との関係では、その義務違反によって生じた損賠償請求権の行使を「怠る事
実」の相手方（４号後段）として、本件訴訟の被告適格を有するものである。
（イ）　被告Ｄについて
　被告Ｄは、収入役として、Ｉに対する給与支出権限を有するから、同号前段所定
の「当該職員」として、本件訴訟の被告適格を有する。
（ウ）　被告Ｇについて
　被告Ｇは、総務部職員課長として、Ｉに対する給与支給につき、支出負担行為を
し、支出命令を発する専決権限を有するから、４号前段所定の「当該職員」とし
て、本件訴訟の被告適格を有する。
（エ）　被告Ｂについて
　被告Ｂは、総務部担当助役として、職員の給与支給に関する専決権限を有するほ
か、Ｉに対する給与支出について支出負担行為及び支出命令についての専決権限を
有する職員課長に対する指揮監督権限を有しているのであるから、４号前段所定の
「当該職員」として本件訴訟の被告適格を有する。仮にこれらの権限が財務会計行



為に関する権限に当たらないとしても、その権限不行使によって生じた損害賠償請
求権の行使を「怠る事実」の相手方（４号後段）として、本件訴訟の被告適格を有
するものである。
（オ）　被告Ｅについて
　被告Ｅは、総務部長として、Ｉに対する給与支出について支出負担行為及び支出
命令についての専決権限を有する職員課長に対する指揮監督権限を有しているので
あるから、４号前段所定の「当該職員」として本件訴訟の被告適格を有する。仮に
この権限が財務会計行為に関する権限に当たらないとしても、その権限不行使によ
って生じた損害賠償請求権の行使を「怠る事実」の相手方（４号後段）として、本
件訴訟の被告適格を有するものである。
（カ）　被告Ｃについて
　被告Ｃは、経済部担当助役として、部下である経済部長、商工観光課長等を指揮
監督し、あるいは直接介入することによって、同部に所属するＩが、職務専念義務
の免除を受けることもなく、職務命令によって被告観光協会の事務を担当するとい
う違法状態を是正する義務を負っていた。したがって、この義務違反によって生じ
た損害賠償請求権の行使を「怠る事実」の相手方（４号後段）として、本件訴訟の
被告適格を有する。
（キ）　被告Ｆについて
　被告Ｆは、経済部長として、部下である商工観光課長等を指揮監督し、あるいは
直接介入することによって、同部に所属するＩが、職務専念義務の免除を受けるこ
ともなく、職務命令によって被告観光協会の事務を担当するという違法状態を是正
する義務を負っていた。したがって、この義務違反によって生じた損害賠償請求権
の行使を「怠る事実」の相手方（４号後段）として、本件訴訟の被告適格を有す
る。
（ク）　被告Ｈについて
　被告Ｈは、商工観光課長として、部下であるＩに対して観光協会の事務に従事す
ることを命ずる違法な職務命令を発令したものであり、これによって生じた損害賠
償請求権の行使を「怠る事実」の相手方（４号後段）として、本件訴訟の被告適格
を有する。
イ）被告ら
（ア）　被告Ｄ、被告Ｇについて
　Ｉに対する給与支給につき、被告Ｄが支出権限を有し、被告Ｇが支出負担行為、
支出命令についての専決権限を有していることは事実であるが、これら両被告に
は、Ｉの勤務実態が適正なものであったかどうかについての審査権限まではなかっ
たものであるから、本件訴訟について、４号前段所定の「当該職員」に当たるとは
いえない。
（イ）　被告Ｂ、被告Ｅについて
　上記両被告は、被告Ｇによる支出負担行為、支出命令について指揮監督権限を有
することは事実であるが、これらの権限は、財務会計行為に該当するものとはいえ
ないから、４号前段に基づく訴えは不適法である。また、住民訴訟が財務会計行為
の違法を追及する手段であることを考慮すると、４号後段は、財務会計職員に対す
る損害賠償請求権等の行使を「怠る事実」がある場合に限って、その代位行使を認
めたものと解すべきであるから、財務会計職員ではない被告Ｂ、被告Ｅに対する４
号後段請求に係る訴えは不適法というべきである。
（ウ）　被告Ｃ、被告Ｆ、被告Ｈについて
　上記３被告は、いずれも、Ｉに対する一般的な指揮監督権限を有していたのにと
どまり、同人に対する給与支給を巡る財務会計行為についての権限は有していな
い。したがって、（イ）と同様の理由により、上記被告らに対する４号後段請求に
係る訴えは不適法というべきである。
（エ）　原告らは、被告Ａ、被告Ｂ及び被告Ｅに対して、４号前段に基づく請求に
加えて４号後段に基づく請求をしているところ、このような両請求を同時にするこ
とは許されず、前者の請求をしている以上、後者の請求は不適法というべきであ
る。
３）給与支給の適否について
　ア）原告ら
　Ｉは、八王子市職員でありながら、被告協会の事務に従事するよう命じる職務命
令を受け、これに基づいて被告協会の事務を行っていたものであるが、市職員は職
務専念義務を負い、勤務時間中に市の事務ではない事務に従事することは許されな



いのであるから、上記職務命令は違法であり、また、市の事務ではない事務に従事
していた職員に対して給与を支払うことも違法である。
　被告らは、「被告協会は、八王子市と協力して市の観光事業の振興等を図る極め
て公益性の高い団体であって、しかも、被告協会が行う事業と八王子市が行う事業
は密接不可分の関係にあったのであるから、被告協会の事務は、市の事務と同視し
得るものであったというべきであり、したがって、八王子市の職員が被告協会の業
務遂行を支援することは、八王子市の事務といえるのであるから、Ｉに被告協会の
事務への関与を命じた職務命令が違法となることはなく、また、Ｉに対する給与支
給が違法とされる理由もない。」という趣旨の主張をしているが、八王子市と被告
協会とはあくまでも別個の団体なのであるから、被告協会の事務を八王子市の事務
と同視し得るなどという見解は公私混同であり、その前提において失当である。実
際問題としても、被告協会においては、八王子市が公的な立場で関与することはで
きない収益的事業や宗教的色彩の強い事業等にも関与していたのであって、この点
からしても、上記の見解が失当であることは明らかである。
　また、被告らは、「Ｉに対し、職務命令の方法で被告協会の事務を行わせたこと
に問題があったとしても、職務専念義務を免除した上で被告協会の事務に関与させ
ることは十分に可能であった。」という趣旨の主張もしているけれども、現実に職
務専念義務の免除等の措置が採られているわけではない以上、Ｉに対する職務命令
や給与支給が違法であることには変わりがなく、上記主張は失当である。
イ）被告ら
　Ｉが、職務命令に基づいて被告協会の事務を行っていたことは事実であるが、同
人の本来の事務はあくまでも商工観光課観光係としての事務であり、被告協会の事
務は、その一般会計事務等ごく一部にすぎない。また、Ｉが、被告協会の一般会計
事務等を行ったのは、被告協会に対する「支援事務」という八王子市の事務として
のものであって、そのような事務従事を命じた職務命令は適法であり、また、これ
に従事したＩに給与を支給したのも適法というべきである。
　すなわち、被告協会は、昭和３２年４月に当時の八王子市長らが発起人になって
設立され、平成元年４月１日には、八王子市の観光事業の振興を図り、産業経済の
発展と文化の興隆に資し、公共の福祉増進に寄与することを目的とする公益法人と
して、東京都の認可を受けた団体であり、その事業内容は、観光に関する調査研究
及び観光情報の収集、宣伝、観光に関するイベントの開催、観光資源の保護開発の
促進、観光施設の改善及び管理運営、観光観念の普及啓発及び刊行物発行、観光土
産品の宣伝及び開発奨励、東京都及び八王子市の観光行政への協力、その他の事業
を行うというものであって、極めて公益性の高い団体だといえる。他方、八王子市
は、高尾山を中心とした観光資源に恵まれているところから、観光行政に力を入れ
ており、同市の行政の指針となる基本構想「八王子２１プラン」、「新八王子２１
プラン」においても、「市内外に本市のよさを紹介し、観光協会（被告協会）と連
携して、観光、レクリエーション都市への発展をめざす」ことを掲げ、被告協会と
の密接な連携の下に、八王子市における観光事業の振興等を図ってきた。実際に
も、被告協会と各種の行事を共同開催し、あるいは、八王子市が開催する行事に被
告協会が協力し、逆に、被告協会が開催する行事に八王子市が協力するなど密接な
関係を有していたほか、八王子市の観光行政の一翼を担う被告協会に対して補助金
を支給するなど協力、支援を行ってきたものである。
　以上のとおり、被告協会が行う観光事業は、八王子市の事業と一体とみ得るもの
であり、また、その一般会計事務も、被告協会の事業遂行を支える事務であって八
王子市の事務の一部とも同視し得るものであるところから、八王子市としては、被
告協会に対して行う各種支援の一環として、Ｉに被告協会の一般会計事務等を行わ
せたのであり、Ｉの上記事務は、被告協会に対する「支援事務」という八王子市の
事務と評価できるものであったから、これらの事務への従事を命じる職務命令は適
法であり、また、八王子市の事務に従事させている以上、職務専念義務を免除する
必要もなかったものである。
　なお、以上のような事情に照らしてみれば、現在であれば、公益法人等への一般
職の地方公務員の派遣等に関する法律に基づいてＩを被告協会に派遣し、一般会計
事務等に従事させた上、同法６条２項に基づいて同人に給与を支給することは十分
に可能であったというべきであるし、同法が制定されていなかった本件当時におい
ても、Ｉの職務専念義務を免除して被告協会の一般会計事務等に従事させた上、同
人に対して給与を支給することは十分に可能であったといえる。そうだとすれば、
そのような事務に職務命令の方法で従事させることも可能であったというべきであ



り、職務専念義務の免除等の手続を採らなかったことの一事をもってこれを違法と
評価するのは相当ではないものというべきである。
４）被告らの責任の有無について
　ア）原告ら
　上記のとおり、Ｉに対して職務命令に基づいて被告協会の事務に従事させたこ
と、及び八王子市の事務に従事していなかったＩに対して給与を支給したことはい
ずれも違法というべきところ、次のとおり、被告らにはこれらの違法行為を招いた
ことについての責任がある。
　被告Ａは、支出命令について本来的な権限を有する者として、その専決権者であ
る被告Ｇに対して指揮監督権限を行使し、同被告による違法な支出命令を阻止すべ
き義務があるのにこれを怠った上、Ｉが所属する八王子市経済部の職員に対する指
揮監督権限を行使して、同人に対し、違法な職務命令が発令されるのを阻止し、あ
るいは、同人が職務専念義務の免除もされないまま被告協会の事務に従事している
という違法状態を是正すべき義務があったのにこれを怠ったものであり、その義務
違反には少なくとも過失があることは明らかである。
　被告Ｈは、Ｉに対する違法な職務命令を発令したものであり、また、被告Ｆ及び
被告Ｃは、Ｉ及び被告Ｇの上司として、このような違法な職務命令が発令されない
よう監督するとともに、指揮監督権限を行使して、あるいは自ら是正権限を行使し
て、職務専念義務の免除もされないままＩが被告協会の事務に従事するという違法
状態を是正すべき義務があったのに、これを怠ったものであり、これらの義務違反
には少なくとも過失があったものというべきである。
　被告Ｇは、違法な給与支給について支出負担行為、支出命令を行ったものであ
り、被告Ｅ及び被告Ｂは、被告Ｈの上司として、同被告による違法な支出負担行
為、支出命令を阻止し、是正すべき義務があったのにこれを怠ったものであり、こ
れらの義務違反はいずれも重大な過失に基づくものというべきである。
　被告Ｄは、違法な給与支給について、何ら是正措置を講じようとしないまま支出
行為を行ったものであり、その義務違反は重大な過失に基づくものというべきであ
る。
イ）被告ら
　原告らの主張は争う。
５）損害について
ア）原告ら
　八王子市が、平成元年度から平成１１年度までの間、Ｉに対して支払った給与
（基本給）、調整手当、期末手当、時間外勤務手当、勤勉手当の額及びこれらの合
計額は、別紙「支払給与額一覧表」の、該当項目欄に記載のとおりである。
　しかしながら、上記のとおり、Ｉは、職務専念義務の免除を受けることもないま
ま被告協会の事務に従事していたものであるところ、その内容は、一般会計事務を
初め、被告協会の各種事務に及んでおり、勤務時間のうち少なくとも８０パーセン
トに相当する時間は、被告協会の事務に従事していたものである。したがって、Ｉ
に対して支払われた上記給与や手当等のうち、８０パーセントに相当する部分は、
同人が八王子市の事務に従事していないにもかかわらず支払われたものであるから
違法というべきであり、八王子市は同額の損害を被り、被告協会は、八王子市の負
担において、Ｉによる事務従事を受けたことにより、不当に同額の利得を得たこと
になる。そして、これらの損害額及び不当利得の額は、別紙「支払給与額一覧表」
中の「損害額」欄に記載のとおりである。
　したがって、八王子市に対し、被告協会は、上記損害額の合計６６９５万１３７
９円を不当利得として返還する義務を負うとともに、その余の被告らは、上記損害
額中、１、１）、ウ）欄に記載の各在任期間に対応する部分（その額は、第１の請
求額に記載のとおりである。）について損害賠償義務を負うものというべきであ
る。
イ）被告ら
　別紙「支払給与額一覧表」のうち、平成１１年度の給与支払額は、８５万６１６
０円である。すなわち、八王子市は、当初平成１１年度の給与として、同一覧表記
載のとおりの金額を支払ったが、その後Ｉから２７万５０００円の返還を受けたの
で、最終的な支払給与額は、８５万６１６０円となったものである。したがって、
Ｉに対して支給された給与額のうち、本件で問題となり得る平成１０年９月１４日
以降の分は、平成１０年９月１４日から平成１１年３月末日までの分が４６９万９
９８４円、同年４月１日から同年９月１４日までの分が８５万６１６０円の合計５



５５万６１４４円となる。
　そして、既に主張したとおり、Ｉが従事していた被告協会の事務は八王子市の事
務と同視し得るものであったから、これによって損害が生じたことはない。仮に職
務命令の方法によって被告協会の事務に従事させることが違法であったとしても、
職務専念義務の免除という方法を講じていれば同様の事務に従事させることができ
たものというべきであるから、やはり、八王子市に損害は生じているものではない
というべきである。
　また、Ｉは、一般会計事務のほかには被告協会の事務に従事していたことはな
く、しかも、一般会計事務の事務量は、１年に１０日程度のものにすぎなかったか
ら、これによって生じた損害は極めて僅かなものにすぎないというべきであるか
ら、上記給与支給額の全額が損害となることはあり得ない。
第３　争点に対する判断
　１　監査請求期間（争点①）について
１）まず、監査請求期間徒過の主張について判断するに、本件訴訟における原告ら
の請求は、大別すると、（ア）Ｉに対する給与の支給が違法であると主張して、こ
の違法な給与支給に基づいて発生した損害の賠償を求める部分（被告Ｄ、被告Ｇに
対する各請求、被告Ｂ、被告Ｅに対する各主位的請求、被告Ａに対する請求のうち
４号前段に基づく請求）と、（イ）違法な職務命令によってＩを市の事務以外の事
務に従事させ、結果として、市の事務に従事していない職員に対して給与を支給さ
せ、市に損害を与えたことを理由として損害の賠償を求める部分（その余の請求の
うち、被告協会に対する請求以外のもの）、（ウ）Ｉから労務の提供を受けなが
ら、その対価である給与を支払わず、これを市に負担させたことを理由として不当
利得の返還を求める部分（被告協会に対する請求）に分けることができる。そし
て、甲第１号証によれば、本件監査請求も、（ア）記載の財務会計行為の違法と、
（イ）、（ウ）記載の損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権の行使を怠る事実
の両者を対象とするものであったと認めることができる。
２）以上のうち、（ア）の請求は、財務会計行為の違法を理由とする損害賠償請求
権を対象としているものであって、地方自治法２４２条２項の監査請求期間の制限
が適用されることは明らかであるから、原告らが本件監査請求をした平成１１年９
月１４日の１年前である平成１０年９月１４日以前にされた給与支給については、
既に監査請求期間を徒過していることになる。
　この点につき、原告らは、「平成１１年７月２４日付けの新聞によってＩが被告
協会の基金から金員を着服していた事実が報道されるまでは、同人が職務専念義務
の免除を受けることもないまま被告協会の事務に従事していたことを知ることは不
可能であったのであるから、監査請求期間の徒過について『正当な理由』があ
る。」という趣旨の主張をする。しかしながら、地方自治法２４２条２項が、住民
が財務会計行為の存在やその違法性を知っていたかどうかにかかわらず、一律に
「当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは」監査請求をする
ことができないと定めていることからすれば、単に財務会計行為の存在やその違法
性を知ることができなかったというだけで、監査請求を徒過したことにつき「正当
な理由」があるということはできず、当該財務会計行為が秘密裡に行われ、監査請
求期間が経過した後になって初めてその存在が明らかになった場合など、監査請求
期間の制限を及ぼすことが著しく正義に反すると認められるような特段の事情が存
在する場合に初めて「正当な理由」があったものと認めるべきものである。この観
点から検討すると、本件においては、Ｉに対する給与支出が秘密裡に行われていた
ものではないし、その他原告らが監査請求期間を徒過したことについて「正当な理
由」が存在したといえるだけの特段の事情が存したことを認めるに足りる証拠はな
いから、上記主張は失当である。
　したがって、原告らの本訴請求（ただし、（ア）の請求に係るもの）に係る訴え
のうち、平成１０年９月１４日以前にされた給与支給に関する部分は、その余の点
について判断するまでもなく不適法として却下すべきものである。
３）他方、（イ）、（ウ）は、いずれもそれ自体としては損害賠償請求権ないし不
当利得返還請求権の行使を「怠る事実」を問題とするものであるところ、これらの
請求権は、財務会計行為（本件においては給与の支給）が違法であるかどうかに関
わりなく成立し得るものであって、監査委員が怠る事実の監査を遂げるために当該
行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係
にはないのであるから、このような「怠る事実」を対象とする監査請求について
は、監査請求期間の制限は及ばないものと解すべきである（最高裁判所第三小法廷



平成１４年７月２日判決）。したがって、被告らの主張のうち、これらの「怠る事
実」についても監査請求期間の制限が及ぶとする点は失当というべきである。
４）以上によれば、被告Ｄ、被告Ｇに対する各請求、被告Ｂ、被告Ｅに対する各主
位的請求、被告Ａに対する請求中４号前段に基づく請求のうち、平成１０年９月１
４日以前にされた給与支給に関する部分は、適法な監査請求を経ないものであっ
て、不適法であるから却下すべきであるが（ただし、被告Ａに対する請求は、４号
前段請求と後段請求とが選択的に併合されているものであるところ、後記のとお
り、４号後段請求について判断をするのが相当であるところから、４号前段請求に
係る訴えについて主文で却下判決をする必要はない。）、その余の請求部分につい
ては監査請求前置の点での問題はないものというべきである。
２　被告適格（争点②）について
１）被告Ａについて
　被告Ａは、Ｉに対する給与支給につき、法令上支出命令の権限を有する者である
から（地方自治法２３２条の４第１項）、地方自治法２４２条の２第１項４号前段
の「当該職員」に該当する。もっとも、八王子市事務決裁規程（乙４）８条、別表
第２によれば、職員に対する給与（給料及び職員手当）の支払については、支出負
担行為及び支出命令の権限が八王子市総務部職員課長の専決事項とされていること
が認められるから、被告Ａの責任の有無を判断するに当たっては、同被告が職員課
長による権限行使についての指揮監督に遺漏がなかったかどうかという観点から判
断をすべきものである。
　また、同被告は、本件において、「損害賠償請求権の行使を怠っている」と主張
されている事実の相手方でもあるから、４号後段の「怠る事実」の相手方にも当た
るものというべきである。被告らは、４号前段の請求をする場合には、同号後段の
請求は不適法である旨主張するが、そのように解する法的根拠は見当たらない（仮
に、上記主張が、４号前段の請求と４号後段の請求は訴訟物を同じくするから、二
重起訴に当たるという趣旨であるとしても、両請求を選択的に併合することが許さ
れないものとすべき根拠はない。）。
２）被告Ｄ及び被告Ｇについて
　被告Ｄは収入役として、Ｉに対する給与支出につき支出権限を有する者であり、
また、被告Ｇは、職員課長としてＩに対する給与支出につき、支出負担行為及び支
出命令の専決権限を有する者であるから、いずれも、４号前段の「当該職員」に当
たる。被告らは、「同被告らには、Ｉの勤務実態が適正なものであったかどうかと
いう点についてまでの審査義務はなかったから、『当該職員』に当たらない。」と
いう趣旨の主張をしているが、この点は、本案の問題であって訴えの適法性を左右
する事情ではないから、上記主張は失当である。
３）被告Ｂ及び被告Ｅについて
　被告Ｂは総務部担当助役として（八王子市助役事務分担規則２条１項、乙１）、
被告Ｅは総務部長として、いずれも部下である職員課長に対して指揮監督権限を有
する者であり（八王子市組織条例２条、八王子市組織規則２条、７条、８条、乙
２、３）、この指揮監督権限の中には、職員課長による職員の給与支給に関する支
出負担行為及び支出命令に対する指揮監督権限も含まれるものと解される。しかし
ながら、上記各被告は、Ｉに対する給与支給につき法令上本来的な権限を有する者
ではないし、上記各規則や訓令等の事務処理上の定めによって権限の委任を受けた
者でも、専決、代決権限を与えられた者でもなく（原告らは、「被告Ｂは、給与支
給について専決権限を有する。」という主張をしているが、この事実を認めるに足
りる証拠はない。）、あくまでも、上記のような指揮監督権限を有する者にすぎな
い。そして、これらの指揮監督権限は、財務会計行為そのものではないのであるか
ら、このような権限を有することを理由に、上記被告らが４号前段の「当該職員」
に該当するということはできない。したがって、上記各被告に対する４号前段に基
づく訴えは、その余の点について判断するまでもなく、不適法として却下すべきも
のである。
　もっとも、上記各被告は、本訴において、「損害賠償請求権の行使を怠ってい
る」と主張されている事実の相手方でもあるから、４号後段の「怠る事実」の相手
方に当たることとなり、４号後段に基づく訴えは適法というべきである。この点に
つき、被告らは、「４号後段の訴えの相手方となるべき職員は、４号前段の『当該
職員』に限られるべきであるから、『当該職員』には当たらない上記被告らに対
し、４号後段に基づく訴えを提起することは許されない。」とも主張するが、被告
らが主張するような限定解釈をすべき理由はなく、上記主張は失当である。被告ら



は、住民監査請求や住民訴訟が、財務会計行為の違法を追及する手段であることか
ら、上記のように解すべきであると主張するのであるが、住民監査請求や住民訴訟
は、財務会計行為及び財産の管理を怠る事実の違法を追及する手段であるところ、
損害賠償請求権の行使を怠ると主張して、当該損害賠償請求権を代位行使すること
は、まさに財産管理を怠る事実の違法を追及する手段であって、このことは、損害
賠償請求権の発生原因が何であるかによって異なるものではないのであるから、被
告らの上記主張は失当といわざるを得ないのである。
４）被告Ｃ、被告Ｆ及び被告Ｈについて
　上記各被告は、本件において、「損害賠償請求権の行使を怠っている」と主張さ
れている事実の相手方であるから、４号後段の「怠る事実」の相手方に当たる。被
告らは、上記各被告は４号前段の「当該職員」に当たらないから、４号後段に基づ
く訴えは不適法であると主張するが、この主張が失当であることは既に説示したと
おりである。
５）以上の次第で、本件訴えのうち、被告Ｂ及び被告Ｅに対する主位的請求に係る
訴え（４号前段に基づく訴え）は被告適格を欠き不適法であるが、その余の訴えは
いずれも被告適格に問題はないものというべきである。
３　給与支給の適否（争点③）について
１）事実関係について
　当事者間に争いのない事実等（第１、２）に証拠（甲１０－１４、１７－３２、
３４、乙３、乙７の１、２、乙８、９、１５－２４、丙１の１－４、丙２－５、被
告Ｈ富男本人）及び弁論の全趣旨を総合すると、次の事実が認められる。
ア）被告協会は、昭和３２年４月、当時の八王子市長らが発起人となり、八王子市
の観光事業の振興、産業経済の発展と文化の興隆、公共の福祉増進を目的とする権
利能力なき社団として設立された団体である。その後、平成元年４月１日には、
「八王子市及び周辺地域と連帯し、当市の観光事業の振興を図り、産業経済の発展
と文化の興隆に資し、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」（定款３
条）公益法人として東京都の認可を受け、社団法人化された。その会員は、八王子
市内の観光業者、商工業者やその団体、観光地等の町会等であり、事業の内容は、
次のとおりと定められていた（定款４条）。
（ア）　観光に関する調査研究及び観光情報の収集、宣伝
（イ）　観光に関するイベントの開催
（ウ）　観光資源の保護開発の促進
（エ）　観光施設の改善及び管理運営
（オ）　観光観念の普及啓発及び刊行物発行
（カ）　観光土産品の宣伝及び開発奨励
（キ）　東京都及び八王子市の観光行政への協力
（ク）　その他本会の目的達成のために必要な事業
イ）他方、八王子市は、高尾山を初めとして市内に多数の自然公園その他の観光資
源等を有するところから、観光事業やレクリエーション事業の推進を市の重要な施
策の一つとして位置付けており、市の行政の指針となる基本構想「八王子２１プラ
ン第２次基本計画」（平成６年４月策定）、「新八王子２１プラン」（平成１１年
３月策定）においても、「市内外に本市のよさを紹介し、観光協会（被告協会）と
連携して、観光・レクレーション都市への発展をめざす。」と定め、被告協会と連
携した観光・レクリエーション事業の推進をうたっていた。そして、八王子市は、
毎年被告協会に対して多額の補助金を支出してきたほか、被告協会と観光行事を共
催し、あるいは、八王子市が主催する観光行事に被告協会の協力を求め、逆に被告
協会が主催する観光行事を八王子市が協力、支援し、更に、八王子市が所有する施
設の管理運営を被告協会に委託するなど、被告協会と密接な関係を持ってきた（例
えば、平成１０年度をみると、八王子市と被告協会が共催した観光行事が２件、八
王子市が主催し、被告協会が協力した観光行事が２件、被告協会が主催し、八王子
市が支援した行事が７件であり、また、被告協会が八王子市から管理運営を委託さ
れた施設は４施設であった。）。もっとも、八王子市内において行われる観光行事
の中には、宗教的色彩や収益事業的色彩を有し、地方公共団体が関与するのは相当
ではないとみられるものも存し、これらについては専ら被告協会が関与することと
されていたことなどから、八王子市が行う事業と被告協会が行う事業とが完全に一
致していたわけではない。
ウ）八王子市において、観光事業を担当していたのは商工観光課観光係であり、そ
の分掌事務は、①観光（レクリエーションを含む。以下同じ。）施策の企画及び調



整に関すること、②観光の振興及び普及に関すること、③観光施設に関すること、
④観光行事に関することであった（八王子市組織規則１９条、乙３）。このような
ことから、観光係と被告協会とは密接な関係にあり、特に、昭和４１年１０月に被
告協会の事務局が八王子市役所庁舎の商工観光課の執務室内に移転した後は、観光
係職員と被告協会事務局職員とが、同じフロアで机を並べて執務をする状態とな
り、このような状態は平成１１年３月に被告協会が同市役所庁舎６階に移転するま
で続いていた。そして、観光係の職員の事務分担については、毎年度事務分担表が
作成されていたが、この事務分担表には、観光係の職員の事務分担と被告協会職員
の事務分担とが１枚の用紙に一体として記載され（例えば、平成７年から平成１０
年までの事務分担表は、丙１の１－４のとおりである。）、実態としても、観光係
の事務と被告協会事務局の事務とが明確に区分されないまま、一体となって行われ
ていることも少なくなかった。また、被告協会事務局の常勤職員の陣容は、専務理
事、事務局長、事務局次長各１名に一般職員１、２名というものであり、日頃の職
務遂行については、相当程度観光係の職員に依存していたこともうかがわれる。
エ）Ｉは、昭和３８年６月１日付けで被告協会職員に採用され、その後、昭和４４
年７月１日には八王子市の準職員に、昭和５６年４月１日には八王子市の正規職員
に採用された。そして、Ｉは、上記のとおり、被告協会職員として八王子市内の観
光行事に関連する業務に従事していた経歴を有するところから、八王子市の職員と
なった後も一貫して商工観光課観光係に配置されて観光行事に関連する事務に従事
し、次第に最古参の職員として、観光課の職員はもとより被告協会事務局の職員か
らも頼りにされる存在となっていった。Ｉが担当してきた事務を具体的にみると、
被告協会の一般会計事務（これが、事務分担表上Ｉの事務として明記されるように
なったのは平成７年からであるが、それ以前から、Ｉの担当事務とされてきたもの
である。）のほか、八王子市内の各種観光行事等に関与するものとされていた。例
えば、平成１０年度事務分担表によれば、Ｉは、「出張等庶務関係、施設整備費、
観光協会関係事務、観光協会一般会計事務、八王子千人同心顕彰会、松姫報徳会、
北条五代祭り（小田原市）名物市、市民旅行本隊（南九州）、野鳥の声と山野草に
親しむ会、カジカガエルの声を聞く会、八王子まつり花火大会・パレード、自然歩
道歩こう大会、高尾山もみじまつり、お月見とカンタンの声を聞く会、民謡フェス
ティバル、夕焼けの里マラソン大会、高尾陣馬特別警戒・迎光祭、節分会、ハイキ
ングコース調査」を担当するものとされていたが、これらのうち、事務分担表上、
被告協会が関係しない八王子市の固有事務と認められるのは、「出張等庶務関係、
施設整備費、八王子千人同心顕彰会、松姫報徳会、ハイキングコース調査」のみで
あり、「観光協会関係事務、観光協会一般会計事務」は、被告協会固有の事務と認
めるべきもの、その余の事務は、八王子市の事務と被告協会の事務とが混在したも
のであったと認められる。そして、Ｉ自身は、自らの職務内容を「私はずっと被告
協会の一般会計事務を担当しており、もちろん観光係の日常的な仕事もやってはい
ましたが、むしろ私の仕事の中心は観光協会の一般会計事務でした。」と認識して
おり（甲２１中の、Ｉの検察官に対する平成１１年１２月３日付け供述調書）、他
の職員の認識も、「Ｉは、『私は昔から観光協会の仕事をしていればいいと言われ
ているんです。』と言っていました。・・・（中略）・・・観光協会に関すること
については、細かいことはＩに任せていたというのが実情であり、それで仕事もス
ムーズに行っていました。」（被告Ｈの司法警察員に対する平成１１年１０月２２
日付け供述調書、甲１１）、「Ｉさんは市の職員でありながら観光協会の仕事にか
なり関わっているなという印象を受けました。・・・（中略）・・・当時の仕事内
容を見ても、対観光協会の総論的なことは観光係長、対観光協会との細かい調整は
Ｉ、観光協会と外部との細かい連絡調整はＩというような状況で、細かいことはＩ
に聞かなければ分からないという状況でした。・・・（中略）・・・（被告協会
の）事務局長は勿論、事務局員もいろいろな面でＩを頼りにしておりましたし、Ｉ
も観光協会のことに関しては、細かいことを事務局長とちょくちょく打ち合わせし
ていたことは私も見て知っております。」（元観光係長であったＪの司法警察員に
対する平成１１年１０月２５日付け供述調書、甲１３）などといったものであり、
Ｉが被告協会の事務にも深く関与していたことが認められる。
オ）上記ウ）、エ）に記載したような観光係と被告協会との関係や、Ｉの被告協会
の事務への関わり方については、以前から八王子市内部においても問題視されてお
り、遅くとも平成８年ころからは、被告協会を自立させ、観光係と観光協会との役
割分担を明確化させる必要があるとの議論がされるようになり、その中では、観光
係職員に被告協会の事務を担当させること自体を改め、必要があれば、八王子市の



職員を職務専念義務を免除した上で被告協会に派遣することも検討されていた（こ
のことを知ったＩが、自らを派遣して欲しいという趣旨の申出をしてきたこともあ
った。）。その結果、平成１１年３月には、被告協会事務局が八王子市役所庁舎の
商工観光課執務室（庁舎３階）から庁舎の６階に移転し、また、Ｉの横領問題が発
覚した後である平成１２年４月からは、観光係職員が職務専念義務の免除及び兼業
許可を受けて被告協会に派遣されるという体制が採られるようになった。ちなみ
に、同月被告協会に派遣されたのは、Ｋであり、その職務内容は、「夕やけ小やけ
文化農園振興事業」であって、被告協会の一般会計事務は職務内容には含まれてい
ない。
２）判断
ア）Ｉに対し被告協会の事務への従事を命じたことの適否
　以上のとおり、Ｉは、一般会計事務を含む被告協会の事務に関与していたもので
あるところ、同人に対しては、職務専念義務の免除はされておらず、職務命令によ
って、被告協会の事務に関与していたものであるから、このように職務命令によっ
て被告協会の事務に関与させたことが適法であったかどうかが問題となる。
　この点に関し、被告らは、「被告協会は八王子市内における観光事業の発展等八
王子市の重要な施策を実現することを目的とした公益法人であり、実際にも八王子
市と密接に連携して事業の遂行に当たっていたのであるから、被告協会の事務は八
王子市の事務と同視し得るものである。」という趣旨の主張をする。しかしなが
ら、地方自治体の職員は職務専念義務を負い、この職務専念義務とは、当該地方公
共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事すべきことを意味するものであるとこ
ろ（地方公務員法３５条）、被告協会は、公益法人であり、八王子市と連携して観
光事業の振興等を図る役割を果たしていたとはいえ、あくまでも八王子市とは別個
の団体なのであるから、上記のような事情から直ちに被告協会の事務を八王子市の
事務と同一視し、被告協会の事務に従事したことをもって市の事務に従事したもの
と評価するのは相当ではないといわざるを得ない。むしろ、上記の点を考慮すれ
ば、職務命令によって従事させることが適法と認められるのは、当該事務が、被告
協会に対する監督事務や、被告協会との交渉事務に市側担当者として関与するもの
であるなど、それ自体としても市の事務と評価できるものである場合のほかは、当
該事務の性質や内容等に照らし、被告協会の事務であるにもかかわらず八王子市の
事務と同一視することができるような特段の事情が認められ、かつ、その事務従事
について八王子市の指揮監督が及んでいると認められる場合などの例外的な場合に
限られるものと解するのが相当である。また、八王子市の職員を職務命令によって
他の団体の事務に従事させることが許されるかどうかは、慎重な検討を要する事項
であることはいうまでもないところであるから、そのような職務命令を発令するに
当たっては、市の事務と当該他の団体との事務分担のあり方や、当該職員に従事さ
せるべき事務が、市の事務と同一視できるようなものであるかどうか、当該職員に
対する指揮監督権行使のあり方等の諸般の事情を慎重に検討した上で、その適否を
判断すべきであることもいうまでもないところである。
　このような観点から考えた場合、Ｉが従事した事務のうち、被告協会の一般会計
事務は被告協会の固有事務にほかならず、しかも、同人は、この事務を行うに当た
り市の上司から指揮監督を受けた形跡はなく、専ら被告協会の職員と同様の立場で
行っていたもので、八王子市の被告協会に対する監督や交渉の一環としてされてい
たとも認められず、これを八王子市の事務であると評価することは到底許されない
ものといわざるを得ないから、上記事務への従事を命ずる職務命令は違法というべ
きである（これを、被告協会に対する「支援事務」と言い換えたからといって、事
の本質が異なるものではない。）。また、上記のとおり、Ｉは、このほかにも被告
協会の各種事務に相当程度関与していたことが認められ、これらの事務従事につい
ても、職務命令の範囲に含まれていたものと評価できるところ、上記１）において
認定した諸事実に照らしてみれば、これらの事務従事について、その事務の性質や
内容等に照らし、八王子市の事務と同一視できるかどうかなどの点を慎重に検討し
た結果、職務命令が発令されたものではなく、観光係と被告協会との事務分担が明
確に整理されていない状況の下において、Ｉが従前から被告協会関連の事務にも従
事してきており、最古参の職員として、これらの事務に関する知識や経験が豊富で
あり、被告協会職員からも頼りにされていたところから、漫然と被告協会の事務に
関与させてきたものといわざるを得ない（ちなみに、被告Ｈは、その本人尋問にお
いて、「Ｉに対し、職務専念義務の免除という形を採ることはできなかったの
か。」という問いに対し、「Ｉが被告協会の一般会計事務にどの程度携わっていた



のかが明確には分からなかった上、観光係の業務と被告協会の業務との棲み分けが
明確にはできていない状況の下では、職務専念義務免除という形を採ることはでき
なかった。」という趣旨の回答をしているが、この供述は、当時の八王子市担当者
の安易な対応振りを端的に示すものといわざるを得ない。）のであるから、これら
の事務に従事すべきことを命ずる職務命令も違法というべきである。
　この点に関し、被告らは、「職務専念義務の免除という形式を採れば、Ｉにこれ
らの事務に従事させることは可能であったというべきであるから、職務命令によっ
てこれらの事務に従事させたことを違法視するのは相当ではない。」という趣旨の
主張もしているが、職務命令の適法性を判断するに当たり、他の法形式を採用すれ
ば同様の目的を達成することができたかどうかを考慮することは相当ではないとい
うべきであるから、上記主張は、それ自体失当である。また、本件当時、「公益法
人等への一般職の地方公務員の派遣業務に関する法律」は未だ制定されておらず、
いかなる場合に市の職員につき職務専念義務を免除した上で他の団体等への派遣を
し得るかについて法律の定めはなく、地方公務員法２４条、３０条、３５条等の趣
旨からすると、市の職員の職務専念義務を免除した上で、他の団体に派遣するとい
う形式を採用しさえすれば、無制限に他の団体における事務従事が適法とされるも
のではなく、派遣の目的、当該他の団体の性格及び具体的な事業内容並びに当該職
員が従事する職務の内容のほか、派遣期間、派遣人数等諸般の事情を総合考慮した
上、派遣のため当該職員を市の事務に従事させないことが職務専念義務を定める地
方公務員法の規定の趣旨に反しないかどうかを慎重に判断すべきものであり、更
に、当該職員に対して給与を支給する場合には、当該職員が市の事務に従事してい
ないにもかかわらず給与を支給することが許されるかどうかについても慎重な判断
が要求されるものであるところ（最高裁判所第一小法廷平成１０年４月２２日判
決、裁判集民事１８８号２７５頁）、このような検討がされたものとはいえないこ
とは上記のとおりである以上、職務専念義務の免除という形式を採っていればＩに
よる事務従事が適法と評価されたということもできない。また、上記最高裁判決
は、派遣の目的が一定の行政目的の達成にあることに加え、その目的達成と派遣と
の具体的な関連性を要するとして、派遣先団体での実際の業務内容と行政目的との
関連性などの諸点から、行政目的達成のために派遣をすることに公益上の必要が認
められることが必要であるとしており、このような判断基準からすると、被告協会
の具体的事務はさておき、Ｉの主たる事務が被告協会の一般会計事務にあり、行政
目的の達成に直接関連するものでないのであるから、職務専念義務の免除が適法に
行えたか否かについては大いに疑問があるといわざるを得ない。したがって、被告
らの主張はいずれにせよ失当である。
　以上の次第で、Ｉに被告協会の事務への従事を命じたことは違法であるといわざ
るを得ない。
イ）給与支給の適否
　Ｉに対する職務命令のうち、被告協会の事務への従事を命じた部分は違法である
といわざるを得ないのであるが、Ｉとしては、違法とはいえ、職務命令に従って被
告協会の事務に従事したものである以上、職務従事の対価である給与の支給を受け
ることができるのが原則であるというべきである（当該職務命令に重大かつ明白な
瑕疵があり、誰がみても違法といえるような場合には、職員としては、職務命令を
受けたとしてもそれに従うべきではなく、仮にそれに従って職務に従事したとして
も、給与の支払を受けられないという場合も考えられないではないが、そのような
ケースは例外的な場合に限られるものであり、本件が、そのような例外的な場合に
当たると断定することは困難である。）。したがって、給与の支給事務を担当する
職員としても、Ｉが職務命令に従い、現にその職務に従事した以上、その対価とし
ての給与の支給を拒むことはできないのが原則であるというべきであるから、Ｉが
違法な職務命令に従って職務に従事していたということから直ちに同人に対する給
与の支給も違法であったと断定することはできないものというべきである。
　しかしながら、給与の支給事務を担当する職員のうち、支出権者である収入役に
ついては、支出の前提となる支出負担行為が法令等に違反していないことを確認す
べき義務があり（地方自治法２３２条の４第２項）、また、支出負担行為及び支出
命令権者としては、その事務を誠実に執行すべき義務がある上に、八王子市支出負
担行為手続規則上、支出負担行為をするに当たっては、当該支出が法令等に違反し
ないかどうかを検討すべき義務があるものとされている（同規則３条１号、乙６）
のであるから、職員が違法な職務命令によって本来従事すべきではない事務に従事
している実態があるにもかかわらず、その是正を求めることもないまま漫然と放置



し、その結果、本来であれば支給すべきではない給与の支給をしたものと評価され
るような場合には、当該給与支給が違法とされることもあり得るものというべきで
ある（被告らは、給与の支給事務を担当する職員が、上記のような義務を負うこと
はないという趣旨の主張をするが、上記のとおり、この主張を採用することはでき
ない。）。そこで、このような観点からＩに対する給与支給が違法であったといえ
るかどうかはなお問題となり得ることとなるが、この点については、被告らの責任
の有無に関する判断において併せて検討することとする。
４　被告らの責任の有無（争点④）について
１）被告Ｈについて
　被告Ｈは、商工観光課長として、Ｉに対する違法な職務命令を発令したものであ
るところ、３において認定判断した点に照らしてみれば、Ｉを被告協会の事務に従
事させることは、職務専念義務に違反するものであって、違法であると判断すべき
立場にあったにもかかわらず、従前からのＩの取扱いを漫然と踏襲し、違法な職務
命令を継続して発令し続けたものであって、この点には少なくとも過失があったも
のといわざるを得ない。したがって、被告Ｈは、これによって生じた損害を賠償す
べき義務を負うものというべきである。
２）被告Ｃ及び被告Ｆについて
　被告Ｃは経済部担当助役として、被告Ｆは経済部長として、いずれも商工観光課
長である被告Ｈ、Ｉを含む部下の職務遂行について指揮監督義務を負うものである
ところ、①Ｉは、長年にわたって被告協会の事務に従事してきたものであって、こ
の事実は、経済部内においても広く知られた事実であったと推認され、経済部担当
助役である被告Ｃや経済部長である被告Ｆとしても、この事実を認識し、あるいは
認識し得る状況にあったと認められること、②既に認定したとおり、被告協会は、
昭和４１年から平成１１年までの間、八王子市役所庁舎の商工観光課執務室内に事
務局を置き、観光係と席を並べて執務するという公私混同と受け取られかねない執
務状況にあり、また、被告協会の自立や観光係と被告協会の事務の関係を整理し、
両者の事務分担を明確化することは長年の懸案事項であって、遅くとも平成８年こ
ろには、その具体的検討作業が開始されていたものであり、上記両被告（被告Ｃは
平成４年４月１日、被告Ｆは平成９年４月１日着任）もこれを認識していたものと
推認されることなどの事情に照らしてみれば、上記両被告としては、Ｉが、市職員
でありながら十分な検討も経ないまま漫然と被告協会の事務に従事すべきものとさ
れていたことを現実に認識していたか、あるいは認識すべきものであったというべ
きであり、そうであるとすれば、必要があればＩの勤務実態について更に調査を尽
くした上で、違法な勤務実態を是正すべく、Ｉの上司である被告Ｈに対して指揮監
督権を行使すべき義務があったものというべきである。そして、上記両被告がこの
義務を怠った点には少なくとも過失があったものといわざるを得ないから、上記両
被告も、このような義務を怠ったことによって生じた損害（被告Ａについて後記
３）で判断するとおり、上記義務違反は平成８年末までに生じていたものと認めら
れるから、被告Ｃについては平成９年１月分以降の給与支給を損害認定の対象とす
ることとする。）を賠償すべき義務を負うものというべきである。
３）被告Ａについて
　被告Ａは、八王子市の長として、部下の職務遂行について指揮監督義務を負うも
のであり、その中には被告Ｈによる職務遂行についての指揮監督義務も含まれるも
のである。もっとも、八王子市長としての被告Ａの職責は、広汎な範囲に及んでお
り、個々の職員の職務遂行状況をすべて熟知し、違法、不当な職務遂行に対して指
揮監督権限を行使すべきものとすることはできないのであるから、被告ＨがＩに対
して違法な職務命令を発令していたからといって、直ちに被告Ａにおいて、この違
法な職務命令を是正するために指揮監督権限を行使すべきであったということはで
きない。
　しかしながら、被告らが主張するとおり、観光行政は、八王子市の重要な施策の
一つであり、しかも、その施策の遂行に当たって被告協会との連携が重要な手法の
一つであったとすれば、八王子市（具体的には、その一部局である観光係）と被告
協会とがどのように業務を分担し、遂行していくのかという点は、八王子市の基本
方針に関わる事柄として、長である被告Ａも関心を抱いて然るべきものである。そ
して、上記のとおり、被告協会は、昭和４１年から平成１１年までの間、八王子市
役所庁舎の商工観光課執務室内に事務局を置き、観光係と席を並べて執務するとい
う公私混同と受け取られかねない執務状況にあり、このことは、被告Ａとしても十
分に認識し得たはずなのであるから、このような状態をそのまま放置しておいてよ



いかどうかについては、長である被告Ａとしても、関心を抱くべきものであったと
いえることや、被告協会の自立や観光係と被告協会の事務の関係を整理し、両者の
事務分担を明確化することは長年の懸案事項であり、遅くとも平成８年ころから
は、そのための具体的検討作業が始まっており、被告Ａもこれを認識していたもの
と推認されることなどの事情に照らしてみれば、被告Ａとしては、遅くとも平成８
年ころには、観光係と被告協会との関係に不明朗で改善すべき点があることを認識
し、又は認識すべきであったものであり、そうであるとすれば、そのような認識に
基づき、必要があれば、観光係と被告協会との関係や、両者の職員の執務状況等に
ついての調査、検討を命じ、その実態を把握するとともに、観光係職員に違法な勤
務状況がある場合には、その是正を指示すべき義務があったものというべきであ
る。そうすると、被告Ａがこのような義務に違反した点については、少なくとも過
失があったものといわざるを得ず、同被告は、このような義務に違反したことによ
って生じた損害（上記のとおり、被告Ａの義務違反を認定する上では、平成８年こ
ろに開始された検討作業の存在が有力な手がかりの一つとなるところ、それが開始
された具体的日時や、被告Ａがこれを認識し又は認識し得た具体的時期を確定する
に足りる証拠は存しないので、平成８年末までには義務違反が生じたものと認め、
平成９年１月分以降の給与を損害認定の対象とすることとする。）を賠償すべき義
務を負うものというべきである。なお、被告Ａについては、違法な給与支給を防
止、是正するための指揮監督権限を怠った点の違法についても主張されているが、
上記のとおり被告Ａの責任を認めることができる以上、この点についての判断をす
る必要はない。
４）被告Ｇについて
　被告Ｇは、職員課長として、Ｉに対する給与支給に関し、支出負担行為及び支出
命令の専決権限を有していたものであるから、３、２）、イ）で指摘したとおり、
Ｉの違法な勤務状況を是正するための努力もしないまま、漫然と給与を支給したと
いう違法があったかどうか、そして、この点について故意又は重大な過失（地方自
治法２４３条の２第１項）があったかどうかが問題となる。
　ところで、八王子市組織規則（乙３）１２条によれば、八王子市総務部職員課
は、職員の給与等の支給に関する事務のほか、職員の任免、分限、懲戒その他服務
に関する事務や、職員の人事に関する事務等を所管としていることが認められ、い
わば八王子市の職員に対する包括的な人事管理権を有しているものである。そし
て、そのような部署の長である職員課長に、職員の給与支給に関する支出負担行為
及び支出命令の専決権限が与えられているのは、職員課長において、他の部局から
の職員の勤務状況に関する報告等をそのまま鵜呑みにするのではなく、勤務状況の
実態について関心を抱き、疑問がある場合には、調査等をした上、違法な勤務状況
の是正を求め、違法、不当な勤務に対して給与が支給されることを防止する役割を
果たすことも期待されているからであると解される。このような観点から考えた場
合、Ｉは、八王子市の職員でありながら、長年にわたって被告協会の事務にも従事
してきたものであり、職員の人事管理について責任を有する職員課長としても、こ
のような実態を認識し、あるいは認識すべきものであったといえること、観光係と
被告協会とが同一の執務室で席を並べて執務をするという公私混同とも受け取られ
かねない執務状況も、職員課長として十分に認識し得るものであったといえるこ
と、遅くとも平成８年ころから始められた被告協会の自立や観光係と被告協会の業
務のあり方に関する検討は、観光係職員の勤務状況にも関連を有する事柄であっ
て、職員課もこれに一定の関与をし、あるいは情報提供を受けていたものと推認で
きることなどの事情に照らしてみれば、職員課長である被告Ｇ（平成１０年着任）
としても、Ｉの違法な勤務状況を認識し、あるいは認識し得たものというべきであ
る。そうすると、同被告としては、必要であれば更に調査を遂げた上で、商工観光
部の関係者に対し、違法な勤務状況を改善するよう勧告するなどしてその是正を図
る義務があったものであり、そのような義務を尽くさないまま、漫然と給与の支給
に関する支出負担行為及び支出命令を行ったことは違法であり、また、このことに
ついては重大な過失があったものといわざるを得ない。したがって、被告Ｇは、こ
れによって生じた損害を賠償すべき義務を負うものというべきである。
５）被告Ｂ及び被告Ｅについて
　被告Ｂは総務部担当助役として、被告Ｅは総務部長として、それぞれ被告Ｇの職
務遂行について指揮監督権限を有していたものであるが、Ｉが長年にわたって被告
協会の事務にも従事してきたことや、観光係と被告協会の執務状況やその改善のた
めの検討作業状況を知り、あるいは知り得たものといえることは被告Ｇの場合と同



様である。そうであるとすれば、上記各被告（被告Ｂは平成３年４月１日、被告Ｅ
は平成９年４月１日着任）としても、遅くとも平成８年ころまでにはＩの違法な勤
務状況を認識し、あるいは認識し得たものであり、部下である職員課長に対し、必
要であれば更に調査、検討をした上で、違法な勤務状況を是正すべく指揮監督権限
を行使すべきであったものというべきであるから、これを怠り、漫然と給与の支給
に関する支出負担行為や支出命令がされるのを放置したことは違法であり、また、
このことについては重大な過失があったものといわざるを得ない。したがって、上
記両被告も、これによって生じた損害（被告Ａについて３）で認定したのと同様の
理由により、被告Ｂについては、平成９年１月分以降の給与支給を損害認定の対象
とすることとする。）を賠償すべき義務を負うものというべきである。
６）被告Ｄについて
　被告Ｄは、Ｉに対する給与支給について支出権限を有していたものであるから、
被告Ｇと同様の観点から、その権限行使に違法があり、そのことについて重大な過
失があったかどうかが問題となる。
　しかしながら、同被告が支出行為を行う前には職員課長による支出負担行為及び
支出命令が行われており、その段階において、給与支給の適否について職員課長に
よる一応の検討がされているはずなのであるから、その結果を信頼したとしてもや
むを得ない側面が存することに加え、収入役であって人事管理に関する権限等を有
するわけではない同被告が、Ｉの勤務状況や、被告協会の執務状況の改善等に関す
る検討作業の状況をどの程度知り得たのかには疑問の余地が存することなどの事情
に照らしてみると、同被告において、Ｉの違法な勤務状況を知り、あるいは知り得
たものであって、その是正を図るための努力を尽くさないまま給与の支給を行った
ことが違法であったとか、この点について重大な過失があったと断定することは困
難であるといわざるを得ない。したがって、同被告が、本件に関し、損害賠償義務
を負うことはないものというべきである。
７）被告協会について
　便宜上、被告協会が不当利得返還義務を負うかどうかについても、ここで検討し
ておくと、被告協会は、Ｉから労務の提供を受けていたのであるから、本来であれ
ばこの労務提供の対価である給与を支給する義務を負うはずであるところ、八王子
市から給与の支給が行われた結果、給与支払義務を免れたものであるから、八王子
市の損失において給与相当額の利得を得たものというべきである。したがって、被
告協会は、八王子市に対し、Ｉから労務の提供を受けた対価に相当する額について
不当利得返還義務を負うものというべきである。
８）まとめ
　以上の検討の結果、及び１の監査請求期間の検討の結果を併せると、
ア）被告協会は、原告らが請求する平成元年度以降の全期間
イ）被告Ａ、被告Ｂ、被告Ｃは、平成９年１月以降の期間
ウ）被告Ｅ、被告Ｆ、被告Ｈは、平成９年４月以降の期間
エ）被告Ｇは、平成１０年９月１５日以降の期間
　にＩに対して支払われた給与のうち、市の損害と認められる部分について損害賠
償ないし不当利得返還義務を負うことになる。
５　損害額（争点⑤）について
１）Ｉに対して支払われた給与の額について
　証拠（甲１５）及び弁論の全趣旨によれば、平成６年度から平成１０年度までの
間に、八王子市がＩに対して支払った給与額（ただし、基本給、調整手当、期末手
当、時間外勤務手当、勤勉手当の合計額）は、別紙「支払給与額一覧表」に記載の
とおりであること、平成１１年度分、すなわち、平成１１年４月以降の給与につい
ては、当初１１０万３９６０円が支払われたが、その後Ｉが２７万５０００円を返
還したため、これを控除した残額である８２万８９６０円が実質的な給与支給額と
なることが認められる。また、平成元年度から平成５年度までに支給された給与
（ただし、平成元年度については、原告らが請求している４か月分）については、
各年度におけるＩの基本給の額しか判明していないところ（甲１５）、調整手当、
期末手当、勤勉手当については、これらの期間においても、平成６年度以降と同様
の割合によって支給されていたものと推認されるものの（ただし、期末手当、勤勉
手当については、別紙「支払給与認定額一覧表」に記載のとおり、平成６年度以降
の支給率が各年度によって若干異なっているため、最も低い年度の支給率によって
その額を算定するのが相当である。）、時間外勤務手当については、実際に時間外
勤務を行って初めてその支給が認められるものであるところ、Ｉが実際にどの程度



の時間外勤務を行ったのかが明らかではない以上、その額を確定することは困難で
あるというほかはない（額が判明している平成６年度以降においても、時間外勤務
手当の額は毎年変動しており、一定額の支給がされたものと推認することは困難で
ある。）。そこで、時間外勤務手当の額は零とし、調整手当は、基本給の１０パー
セント相当額であると認め、期末手当、勤勉手当については、具体的な支給額が明
らかになっている平成６年度以降の支払実績に基づき、最も低い支給率を適用して
算出することとした結果は、別紙「支払給与認定額一覧表」のとおりとなる。
２）損害額の認定
　まず、証拠（甲１７）によれば、Ｉは、平成１１年３月３０日に交通事故によっ
て入院し、その後横領の事実を告白したこともあって、職場に復帰しないまま同年
７月２６日付けで懲戒免職処分を受けたものであって、同年４月１日以降は現実に
は職務に従事していなかったことが認められ、したがって、被告協会の事務にも従
事することはなかったものであるから、この間については、被告協会の職務に従事
しながら八王子市から給与を受けるという問題は生ずる余地はなかったものであ
る。そうすると、同年４月１日以降に支払われた給与については、損害賠償の対象
とはなり得ないものというべきである。
　また、Ｉは、同年３月３１日以前の期間内においても、専ら被告協会の事務に従
事していたわけではなく、観光係の職務にも従事していたのであって、この職務従
事に対する給与の支給は適法なのであるから、本件において損害と認められるの
は、Ｉに対して支給された給与のうち、被告協会の業務に従事した分の対価と認め
られる部分に限られることになる。
　そこで、この点について検討すると、既に認定したとおり、平成１０年度におけ
るＩの分担事務は、「出張等庶務関係、施設整備費、観光協会関係事務、観光協会
一般会計事務、八王子千人同心顕彰会、松姫報徳会、北条五代祭り（小田原市）名
物市、市民旅行本隊（南九州）、野鳥の声と山野草に親しむ会、カジカガエルの声
を聞く会、八王子まつり花火大会・パレード、自然歩道歩こう大会、高尾山もみじ
まつり、お月見とカンタンの声を聞く会、民謡フェスティバル、夕焼けの里マラソ
ン大会、高尾陣馬特別警戒・迎光祭、節分会、ハイキングコース調査」であるとこ
ろ、これらのうち、八王子市の固有事務と認められるのは、「出張等庶務関係、施
設整備費、八王子千人同心顕彰会、松姫報徳会、ハイキングコース調査」のみであ
り、「観光協会関係事務、観光協会一般会計事務」は、被告協会固有の事務と認め
るべきもの、その余の事務は、八王子市の事務と被告協会の事務とが混在したもの
というべきものである。そして、八王子市の事務である「出張等庶務関係、施設整
備費、八王子千人同心顕彰会、松姫報徳会、ハイキングコース調査」と、被告協会
の事務である「観光協会関係事務、観光協会一般会計事務」とを比べれば、後者の
方が負担が重いものと推認され（観光協会一般会計事務が、最も負担の重い事務で
あると認められる。）、また、その余の事務は、八王子市の事務と被告協会の事務
とが混在したものであって、特段の事情が認められない限り、双方に２分の１ずつ
寄与するものであったと推認することができるから、これらを全体的に評価する
と、Ｉが従事した事務のうち、被告協会の事務と評価すべきものは、その２分の１
を下回ることはないものというべきである。この点につき、被告らは、「Ｉが従事
した事務のうち、被告協会の事務の割合は極めてわずかなものにすぎない。」と主
張しているが、その主張は、被告協会の事務と評価できるものは被告協会の一般会
計事務のみであるという点を前提としており、その前提自体失当といわざるを得な
いのみならず、一般会計事務の負担量についても過少に評価しているものといわざ
るを得ないのであって、上記主張を採用することはできず、他にこの認定判断を左
右するに足りる証拠は存しない。他方、前記３、１）、エ）のとおり、Ｉ及び同僚
らの捜査官に対する供述中には、Ｉがほとんど被告協会の事務のみを行っていたか
のような趣旨の部分もあるが、この捜査は専ら被告協会の被害に関するものであっ
て、市の業務とは直接関係のないものであるから、被告協会の事務が強調されてい
る可能性があり、上記のような事務分担内容に照らすと、これらの供述からＩの従
事した事務のうち被告協会の事務が２分の１を超えると認めることはできない。そ
して、３、１）に認定した事実に照らしてみれば、平成９年度以前のＩの勤務状況
も、平成１０年度と基本的には異なるところがないものと認められるから、Ｉが従
事した事務のうち、被告協会の事務と評価すべきものの割合は、２分の１を下回る
ことはないものと認められる。
　なお、被告らは、「仮に職務命令によってＩを被告協会の事務に従事させたこと
が違法であるとしても、職務専念義務の免除という形式を採用していれば、被告協



会の事務に従事させることは適法であったというべきであるから、損害は生じてい
ない。」という趣旨の主張もしているが、この主張を採用することができないこと
は既に説示したとおりである（３、２）、ア））。
３）まとめ
　以上によれば、被告Ｄを除く被告らは、八王子市に対し、平成１０年度以前にお
いてＩに支払われた給与の２分の１に相当する部分につき、４、８）に説示した期
間に対応する金額の限度で損害賠償ないし不当利得返還義務を負うものというべき
であるところ、その額は、それぞれ別紙「認容額一覧表」に記載のとおりとなる。
第４　結論
１　以上によれば、原告らの本訴請求に対しては、次のとおり判断すべきものであ
る。
１）被告Ｂ及び被告Ｅに対する主位的請求に係る訴え（４号前段に基づく訴え）
は、４号前段の「当該職員」には当たらない者を被告とする訴えであり、不適法で
あるからいずれも却下すべきである。
２）被告Ｄ、被告Ｇに対する各請求に係る訴えのうち、Ｉに対する平成１０年９月
１４日以前の給与支給に係る部分は、監査請求期間を徒過した（したがって、適法
な監査請求の前置を欠く）ものであり、不適法であるからいずれも却下すべきであ
る。
３）その余の請求のうち、
ア）被告Ｄに対する請求は、同被告に損害賠償義務を認めることはできないからこ
れを棄却すべきである。
イ）その余の被告らに対する請求は、別紙「認容額一覧表」に記載の各金員及びこ
れに対する平成１２年４月２８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分
の割合による各金員の連帯支払（ただし、上記各被告の支払義務額の限度での連帯
支払）を求める限度で理由があり認容すべきであるが、その余は失当としていずれ
も棄却すべきである。
２　よって、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条、６
４条、６５条、６６条を適用して、主文のとおり判決する。なお、仮執行の宣言
は、相当ではないから付さないこととする。
東京地方裁判所民事第３部
裁判長裁判官　藤山雅行
裁判官　鶴岡稔彦
裁判官　廣澤諭

（別紙　略）


